
 

1 

○ 

金
融
商
品
取
引
業
協
会
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
三
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る

。 
 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
あ
っ
せ
ん
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
） 

第
二
十
一
条 

［
略
］ 

２ 

認
可
協
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
通
知
に
代
え
て
、
あ
ら

か
じ
め
、
同
項
の
当
事
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
当
該
認
可
協

会
が
使
用
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。

）
及
び
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式
を
示
し
、
当
該
当
事
者
の
書
面
又
は
電

磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
べ
き
事
項
を

電
磁
的
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
認
可
協
会
は
、
当
該
書
面
に
よ
る
通
知
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

一 

［
略
］ 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
（
法
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に

係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記

録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

［
３
・
４ 

略
］ 

（
あ
っ
せ
ん
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
） 

第
二
十
一
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

      

一 

［
同
上
］ 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も

っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

［
３
・
４ 

同
上
］ 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


